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EGAL EPORTL R
「 」「 」「 」「 」退職勧奨及び配転命令の有効性について退職勧奨及び配転命令の有効性について退職勧奨及び配転命令の有効性について退職勧奨及び配転命令の有効性について

2010.7.3

猪木・手島法律事務所猪木・手島法律事務所猪木・手島法律事務所猪木・手島法律事務所

弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二

□弁護士登録 平成４年４月□弁護士登録 平成４年４月□弁護士登録 平成４年４月□弁護士登録 平成４年４月

（登録番号 ）（登録番号 ）（登録番号 ）（登録番号 ）22432

□事務所設立 平成７年４月□事務所設立 平成７年４月□事務所設立 平成７年４月□事務所設立 平成７年４月

□主な経歴□主な経歴□主な経歴□主な経歴

岡山市生まれ岡山市生まれ岡山市生まれ岡山市生まれS39.07.03

芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒S58.03

岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒S62.03

司法試験合格司法試験合格司法試験合格司法試験合格H01

司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所H02.04

弁護士登録弁護士登録弁護士登録弁護士登録H04.04

猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設H07.04

～ 岡山弁護士会住宅紛争～ 岡山弁護士会住宅紛争～ 岡山弁護士会住宅紛争～ 岡山弁護士会住宅紛争H13.

審査会・紛争処理委員審査会・紛争処理委員審査会・紛争処理委員審査会・紛争処理委員

H14.02.01 H22.03.31～～～～

岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争

審査委員審査委員審査委員審査委員

H17.04. H18.03～～～～

岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長

H18.05. H21.04～～～～

日弁連 委員会委員日弁連 委員会委員日弁連 委員会委員日弁連 委員会委員ADR

～ 手島弁護士と事務所合～ 手島弁護士と事務所合～ 手島弁護士と事務所合～ 手島弁護士と事務所合H18.08.

併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事併「猪木・手島法律事

務所」に務所」に務所」に務所」に

■ 相談内容■ 相談内容■ 相談内容■ 相談内容

今般、次のような相談を受今般、次のような相談を受今般、次のような相談を受今般、次のような相談を受

けました。けました。けました。けました。

A社は、A社は、A社は、A社は、「私の勤務する「私の勤務する「私の勤務する「私の勤務する

今期 、一時的に赤字 と な っ今期 、一時的に赤字 と な っ今期 、一時的に赤字 と な っ今期 、一時的に赤字 と な っ

たことで、 リス ト ラを加速、従たことで、 リス ト ラを加速、従たことで、 リス ト ラを加速、従たことで、 リス ト ラを加速、従

業員のうち 、 ４ ０才以上の者業員のうち 、 ４ ０才以上の者業員のうち 、 ４ ０才以上の者業員のうち 、 ４ ０才以上の者

を対象に退職勧奨を行 うにを対象に退職勧奨を行 うにを対象に退職勧奨を行 うにを対象に退職勧奨を行 うに

至りました。私もその対象で至りました。私もその対象で至りました。私もその対象で至りました。私もその対象で

す。す。す。す。

退職しなければ 、工場へ退職しなければ 、工場へ退職しなければ 、工場へ退職しなければ 、工場へ

配転す る と上司は明言 して配転す る と上司は明言 して配転す る と上司は明言 して配転す る と上司は明言 して

います。います。います。います。

私は 、事務的な仕事を担私は 、事務的な仕事を担私は 、事務的な仕事を担私は 、事務的な仕事を担

当すべく就職したので、工場当すべく就職したので、工場当すべく就職したので、工場当すべく就職したので、工場

のラインで働かせるよ うな配のラインで働かせるよ うな配のラインで働かせるよ うな配のラインで働かせるよ うな配

転は無効なのではないです転は無効なのではないです転は無効なのではないです転は無効なのではないです

か。か。か。か。

ま た 、工場で働 く とな る とま た 、工場で働 く とな る とま た 、工場で働 く とな る とま た 、工場で働 く とな る と

給 与 も 減 額 さ れ る と 思 い ま給 与 も 減 額 さ れ る と 思 い ま給 与 も 減 額 さ れ る と 思 い ま給 与 も 減 額 さ れ る と 思 い ま

す 。 このよ うな配転に伴 う減す 。このよ うな配転に伴 う減す 。このよ うな配転に伴 う減す 。このよ うな配転に伴 う減

給措置は有効ですか。」給措置は有効ですか。」給措置は有効ですか。」給措置は有効ですか。」

■ 退職勧奨■ 退職勧奨■ 退職勧奨■ 退職勧奨

相談者は、退職勧奨自体相談者は、退職勧奨自体相談者は、退職勧奨自体相談者は、退職勧奨自体

の有効性を問題に してお らの有効性を問題に してお らの有効性を問題に してお らの有効性を問題に してお ら

れ るので 、 まず退職勧奨がれ るので 、 まず退職勧奨がれ るので 、 まず退職勧奨がれ るので 、 まず退職勧奨が

違法性を帯びる場合がある違法性を帯びる場合がある違法性を帯びる場合がある違法性を帯びる場合がある

の か を考 え てみたい と 思いのか を考 え てみたい と 思いのか を考 え てみたい と 思いのか を考 え てみたい と 思い

ます。ます。ます。ます。

退職勧奨 とは 、労働契約退職勧奨とは 、労働契約退職勧奨とは 、労働契約退職勧奨とは 、労働契約

の合意解除を雇用主側からの合意解除を雇用主側からの合意解除を雇用主側からの合意解除を雇用主側から

申し出る こ とを意味します 。申 し出る こ とを意味します 。申 し出る こ とを意味します 。申 し出る こ とを意味します 。

こ れ に 対 し て 、 申 出 を承 諾こ れ に 対 し て 、 申 出 を承 諾こ れ に 対 し て 、 申 出 を承 諾こ れ に 対 し て 、 申 出 を承 諾

するか否かは 、労働者側のするか否かは 、労働者側のするか否かは 、労働者側のするか否かは 、労働者側の

自由です。自由です。自由です。自由です。

ですから、余程しつこく同ですから、余程しつこく同ですから、余程しつこく同ですから、余程しつこく同

じ条件で退職勧奨を行 う なじ条件で退職勧奨を行 う なじ条件で退職勧奨を行 う なじ条件で退職勧奨を行 う な

ど 、 そ の実質 がいやが ら せど 、 そ の実質 がいやが ら せど 、 そ の実質 がいやが ら せど 、 そ の実質 がいやが ら せ

に当たるような場合でないかに当たるような場合でないかに当たるような場合でないかに当たるような場合でないか

ぎ り 、 退職勧奨自体が違法ぎ り 、 退職勧奨自体が違法ぎ り 、 退職勧奨自体が違法ぎ り 、 退職勧奨自体が違法

性を持つことはないと考えま性を持つことはないと考えま性を持つことはないと考えま性を持つことはないと考えま

す。す。す。す。

■ 労働契約上の特約■ 労働契約上の特約■ 労働契約上の特約■ 労働契約上の特約

次に 、相談者は事務的な次に 、相談者は事務的な次に 、相談者は事務的な次に 、相談者は事務的な

仕事 をす る こ と を 前 提 に就仕事 をす る こ と を 前 提 に就仕事 をす る こ と を 前 提 に就仕事 をす る こ と を 前 提 に就

職 し た こ と を 主 張 し て い ま職 し た こ と を 主 張 し て い ま職 し た こ と を 主 張 し て い ま職 し た こ と を 主 張 し て い ま

す。採用時にそのような話がす。採用時にそのような話がす。採用時にそのような話がす。採用時にそのような話が

人事担当者か らあったのか人事担当者か らあったのか人事担当者か らあったのか人事担当者か らあったのか

もしれません。もしれません。もしれません。もしれません。

労働基準法１５条１項で求労働基準法１５条１項で求労働基準法１５条１項で求労働基準法１５条１項で求

められる 「労働条件の明示」められる 「労働条件の明示」められる 「労働条件の明示」められる 「労働条件の明示」

としての「就業の場所及び従としての「就業の場所及び従としての「就業の場所及び従としての「就業の場所及び従

事すべき業務に関する事項」事すべき業務に関する事項」事すべき業務に関する事項」事すべき業務に関する事項」

は 、雇い入れ直後の就業場は、雇い入れ直後の就業場は、雇い入れ直後の就業場は、雇い入れ直後の就業場

所及び従事すべき業務を明所及び従事すべき業務を明所及び従事すべき業務を明所及び従事すべき業務を明

示すれば足 り 、将来の就業示すれば足 り 、将来の就業示すれば足 り 、将来の就業示すれば足 り 、将来の就業

場所や従事させる業務を併場所や従事させる業務を併場所や従事させる業務を併場所や従事させる業務を併

せ網羅的に明示する こ とはせ網羅的に明示する こ とはせ網羅的に明示する こ とはせ網羅的に明示する こ とは

差し支えないとされています差し支えないとされています差し支えないとされています差し支えないとされています

（平成 11.3 .31基発 168号 ） 。（平成 11.3 .31基発 168号 ） 。（平成 11.3 .31基発 168号 ） 。（平成 11.3 .31基発 168号 ） 。

従って、現実問題として、従って、現実問題として、従って、現実問題として、従って、現実問題として、

就業の場所及び従事すべき就業の場所及び従事すべき就業の場所及び従事すべき就業の場所及び従事すべき

業務を労働契約の特約と し業務を労働契約の特約と し業務を労働契約の特約と し業務を労働契約の特約と し

て 限定 し て い る ケー スは少て限定 し て い る ケー スは少て限定 し て い る ケー スは少て限定 し て い る ケー スは少

ないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。
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本件 で も 、 色 々 と 調 べ て本件 で も 、 色 々 と 調 べ て本件 で も 、 色 々 と 調 べ て本件 で も 、 色 々 と 調 べ て

みる余地はありますが、おそみる余地はありますが、おそみる余地はありますが、おそみる余地はありますが、おそ

ら く法的な意味で担当職務ら く法的な意味で担当職務ら く法的な意味で担当職務ら く法的な意味で担当職務

を限定す る特約はない と予を限定す る特約はない と予を限定す る特約はない と予を限定す る特約はない と予

想されます。想されます。想されます。想されます。

■ 配転命令の有効性■ 配転命令の有効性■ 配転命令の有効性■ 配転命令の有効性

特約がない とすれば 、企特約がない とすれば 、企特約がない とすれば 、企特約がない とすれば 、企

業は 、従業員に対し配転命業は 、従業員に対し配転命業は 、従業員に対し配転命業は 、従業員に対し配転命

令 を出す裁量権を有する と令 を出す裁量権を有する と令 を出す裁量権を有する と令 を出す裁量権を有する と

理解できます。理解できます。理解できます。理解できます。

しかし、この裁量権はどのしかし、この裁量権はどのしかし、この裁量権はどのしかし、この裁量権はどの

ように行使しようと自由というように行使しようと自由というように行使しようと自由というように行使しようと自由という

無 限 定 な も の で は あ り ま せ無 限 定 な も の で は あ り ま せ無 限 定 な も の で は あ り ま せ無 限 定 な も の で は あ り ま せ

ん。権利の濫用にあたるようん 。権利の濫用にあたるようん 。権利の濫用にあたるようん 。権利の濫用にあたるよう

な裁量権の行使は無効となな裁量権の行使は無効となな裁量権の行使は無効となな裁量権の行使は無効とな

ります。ります。ります。ります。

東亜ペ イン ト 事件での最東亜ペ イン ト 事件での最東亜ペ イン ト 事件での最東亜ペ イン ト 事件での最

高裁判決（昭和６１年７月１４高裁判決（昭和６１年７月１４高裁判決（昭和６１年７月１４高裁判決（昭和６１年７月１４

日）は、権利濫用に該当する日）は、権利濫用に該当する日）は、権利濫用に該当する日）は、権利濫用に該当する

場合について 、次の①～③場合について 、次の①～③場合について 、次の①～③場合について 、次の①～③

の重要な視点を示 してい まの重要な視点を示 してい まの重要な視点を示 してい まの重要な視点を示 してい ま

す。す。す。す。

① 業務上の必要性① 業務上の必要性① 業務上の必要性① 業務上の必要性

「労働力の適正配置 、業「 労働力の適正配置 、業「 労働力の適正配置 、業「 労働力の適正配置 、業

務の能率増進、労働者の能務の能率増進、労働者の能務の能率増進、労働者の能務の能率増進、労働者の能

力開発 、労働意欲の高揚 、力開発 、労働意欲の高揚 、力開発 、労働意欲の高揚 、力開発 、労働意欲の高揚 、

業務運営の円滑化など企業業務運営の円滑化など企業業務運営の円滑化など企業業務運営の円滑化など企業

の合理的運営に寄与する点の合理的運営に寄与する点の合理的運営に寄与する点の合理的運営に寄与する点

が認められる限りは、業務上が認められる限りは、業務上が認められる限りは、業務上が認められる限りは、業務上

の必要性を肯定すべきであの必要性を肯定すべきであの必要性を肯定すべきであの必要性を肯定すべきであ

る」る」る」る」

こ れ は 、 広 範囲 に 、 か つこ れ は 、 広 範囲 に 、 か つこ れ は 、 広 範囲 に 、 か つこ れ は 、 広 範囲 に 、 か つ

抽象的な内容であつても業抽象的な内容であつても業抽象的な内容であつても業抽象的な内容であつても業

務上の必要性を認めようとす務上の必要性を認めようとす務上の必要性を認めようとす務上の必要性を認めようとす

るものです。るものです。るものです。るものです。

従 っ て 、 報 復的 な人事 、従 っ て 、 報 復的 な人事 、従 っ て 、 報 復的 な人事 、従 っ て 、 報 復的 な人事 、

退職に追い込むための人事退職に追い込むための人事退職に追い込むための人事退職に追い込むための人事

など極めて例外的な場合しなど極めて例外的な場合しなど極めて例外的な場合しなど極めて例外的な場合し

か企業の裁量権は否定されか企業の裁量権は否定されか企業の裁量権は否定されか企業の裁量権は否定され

ません。ません。ません。ません。

本件相談事例は 、 これに本件相談事例は 、 これに本件相談事例は 、 これに本件相談事例は 、 これに

該当する可能性があります。該当する可能性があります。該当する可能性があります。該当する可能性があります。

② 人選の合理性② 人選の合理性② 人選の合理性② 人選の合理性

また 、業務上の必要性のまた 、業務上の必要性のまた 、業務上の必要性のまた 、業務上の必要性の

判断に当たって、「当該転勤判断に当たって、「当該転勤判断に当たって、「当該転勤判断に当たって、「当該転勤

先への異動が余人をも って先への異動が余人をも って先への異動が余人をも って先への異動が余人をも って

は容易に替え難い とい ったは容易に替え難い とい ったは容易に替え難い とい ったは容易に替え難い とい った

高度の必要性に限定するこ高度の必要性に限定するこ高度の必要性に限定するこ高度の必要性に限定するこ

とは相当でな く 」 と 判示してとは相当でな く 」 と 判示してとは相当でな く 」 と 判示してとは相当でな く 」 と 判示して

います。います。います。います。

人の配置は全体をみて考人の配置は全体をみて考人の配置は全体をみて考人の配置は全体をみて考

えるべきであり、一部分のみえるべきであり、一部分のみえるべきであり、一部分のみえるべきであり、一部分のみ

から判断することはできないから判断することはできないから判断することはできないから判断することはできない

との発想が前提にあるようでとの発想が前提にあるようでとの発想が前提にあるようでとの発想が前提にあるようで

す。す。す。す。

③ 労働者の不利益③ 労働者の不利益③ 労働者の不利益③ 労働者の不利益

労働者に対し通常甘受す労働者に対し通常甘受す労働者に対し通常甘受す労働者に対し通常甘受す

べき程度を著しく超える不利べき程度を著しく超える不利べき程度を著しく超える不利べき程度を著しく超える不利

益 を 負 わせ る も の で あ る 場益 を 負 わせ る も の で あ る 場益 を 負 わせ る も の で あ る 場益 を 負 わせ る も の で あ る 場

合は、権利濫用になるとして合は、権利濫用になるとして合は、権利濫用になるとして合は、権利濫用になるとして

います。います。います。います。

地裁レベルでも、同居して地裁レベルでも、同居して地裁レベルでも、同居して地裁レベルでも、同居して

いる家族の生活が 、当該労いる家族の生活が 、当該労いる家族の生活が 、当該労いる家族の生活が 、当該労

働者に依存 している度合い働者に依存 している度合い働者に依存 している度合い働者に依存 している度合い

が大き く 、配転を命ずるこ とが大き く 、配転を命ずるこ とが大き く 、配転を命ずるこ とが大き く 、配転を命ずるこ と

が家族の崩壊を意味するよが家族の崩壊を意味するよが家族の崩壊を意味するよが家族の崩壊を意味するよ

うな場合に配転命令が無効うな場合に配転命令が無効うな場合に配転命令が無効うな場合に配転命令が無効

と され てい ます 。 （ 日本 ステと され てい ます 。 （ 日本 ステと され てい ます 。 （ 日本 ステと され てい ます 。 （ 日本 ステ

ンレス ・日ス梱包事件 （新潟ンレス ・日ス梱包事件 （新潟ンレス ・日ス梱包事件 （新潟ンレス ・日ス梱包事件 （新潟

地裁高田支部昭和61.10 .31地裁高田支部昭和61.10 .31地裁高田支部昭和61.10 .31地裁高田支部昭和61.10 .31

判 決 ） 、 北海道 コ カ ・ コー ラ判決 ） 、 北海道 コ カ ・ コー ラ判決 ） 、 北海道 コ カ ・ コー ラ判決 ） 、 北海道 コ カ ・ コー ラ

ボ ト リ ング事件 （札幌地裁平ボト リング事件 （札幌地裁平ボト リング事件 （札幌地裁平ボト リング事件 （札幌地裁平

9.7.23判決））。9.7.23判決））。9.7.23判決））。9.7.23判決））。

■ 配転命令に伴う減給は■ 配転命令に伴う減給は■ 配転命令に伴う減給は■ 配転命令に伴う減給は

有効か有効か有効か有効か

我が国では現実に行って我が国では現実に行って我が国では現実に行って我が国では現実に行って

いる職務内容と職能資格上いる職務内容と職能資格上いる職務内容と職能資格上いる職務内容と職能資格上

の資格 ・等級 と の関連性はの資格 ・等級 と の関連性はの資格 ・等級 と の関連性はの資格 ・等級 と の関連性は

ない場合がほとんどです。ない場合がほとんどです。ない場合がほとんどです。ない場合がほとんどです。

その場合、配転は直ちにその場合、配転は直ちにその場合、配転は直ちにその場合、配転は直ちに

減給の根拠にな る ものでは減給の根拠にな る ものでは減給の根拠にな る ものでは減給の根拠にな る ものでは

なく、職務内容の切り下げになく、職務内容の切り下げになく、職務内容の切り下げになく、職務内容の切り下げに

伴う賃金カッ トは 、労働者の伴う賃金カッ トは 、労働者の伴う賃金カッ トは 、労働者の伴う賃金カッ トは 、労働者の

同意や就業規則の定めがな同意や就業規則の定めがな同意や就業規則の定めがな同意や就業規則の定めがな

い限 り無効 とな り ます 。 これい限 り無効 とな り ます 。 これい限 り無効 とな り ます 。 これい限 り無効 とな り ます 。 これ

は形式的な有効要件 とい うは形式的な有効要件 とい うは形式的な有効要件 とい うは形式的な有効要件 とい う

べきです。べきです。べきです。べきです。

では 、就業規則に定めがでは、就業規則に定めがでは、就業規則に定めがでは、就業規則に定めが

ありさえすれば、配転に伴うありさえすれば、配転に伴うありさえすれば、配転に伴うありさえすれば、配転に伴う

減給も常に有効なのでしよう減給も常に有効なのでしよう減給も常に有効なのでしよう減給も常に有効なのでしよう

か。か。か。か。

それは違います 。減給のそれは違います 。減給のそれは違います 。減給のそれは違います 。減給の

程度に よ っ て は 、先述の③程度に よ っ て は 、先述の③程度に よ っ て は 、先述の③程度に よ っ て は 、先述の③

労働者にとって著しく不利益労働者にとって著しく不利益労働者にとって著しく不利益労働者にとって著しく不利益

のないことに抵触し、配転命のないことに抵触し、配転命のないことに抵触し、配転命のないことに抵触し、配転命

令自体が権利濫用 と され る令自体が権利濫用 と され る令自体が権利濫用 と され る令自体が権利濫用 と され る

場合 が あ る の です （ 東京高場合が あ る の です （ 東京高場合が あ る の です （ 東京高場合が あ る の です （ 東京高

裁平成 20 .3 .2 7判決参照 ） 。裁平成 20 . 3 .2 7判決参照 ） 。裁平成 20 . 3 .2 7判決参照 ） 。裁平成 20 . 3 .2 7判決参照 ） 。

■ 最後に■ 最後に■ 最後に■ 最後に

不合理な配転命令は争い不合理な配転命令は争い不合理な配転命令は争い不合理な配転命令は争い

のもとです。権利の濫用になのもとです。権利の濫用になのもとです。権利の濫用になのもとです。権利の濫用にな

らないよ う慎重な判断を行うらないよ う慎重な判断を行うらないよ う慎重な判断を行うらないよ う慎重な判断を行う

こ と と 、十分な説明を尽 くすこ と と 、十分な説明を尽 くすこ と と 、十分な説明を尽 くすこ と と 、十分な説明を尽 くす

こ と が 雇用主側には求め らこ と が 雇用主側には求め らこ と が 雇用主側には求め らこ と が 雇用主側には求め ら

れます。れます。れます。れます。
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